
平成１９年度予算に向けた河川局関係事業における事業評価について 

 

 

平成１８年１２月 

国土交通省河川局 

  概 要 

 平成１９年度予算に向けて、河川局関係事業について、「国土交通省所管公共

事業の新規事業採択時評価実施要領」及び「国土交通省所管公共事業の再評価

実施要領」に基づき、個別箇所内示をされる事業について、新規事業採択時評

価及び再評価を実施しましたので、その評価結果等についてお知らせします。 

 

① 新規事業採択時評価（→資料１、２） 

  「国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領」に基づき、以下

のいずれかに該当する事業について新規事業採択時評価を実施。 

 ①事業費を新たに予算化しようとする事業 

 ②ダム事業の実施計画調査費を新たに予算化しようとする事業 

 

② 再評価（→資料３、４） 

 「国土交通省所管公共事業の再評価実施要領」に基づき、以下のいずれかに

該当する事業について再評価を実施。 

①事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業 

②事業採択後長期間（１０年間）を経過した時点で継続中の事業 

 ③準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業 

  ④再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業 

 ⑤社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生

じた事業 

 

  なお、上記①②の評価に当たっては、費用対効果分析を含む総合的な評価を

行い、費用対効果分析については、平成 17 年 4 月に改定した「治水経済調査マ

ニュアル（案）」等に基づき実施。 

 

（問い合わせ先） 

河川計画課  森本 企画専門官 03-5253-8111（内線 35313） 

治 水 課   奥田 課長補佐  03-5253-8111（内線 35542） 

海 岸 室  西澤 課長補佐  03-5253-8111（内線 36332） 



【公共事業関係費】

新規事業採択箇所数

ダム事業 直轄事業等 2

海岸事業 直轄事業 1

3

（注）直轄事業等には、公団等施行事業を含む

平成１９年度予算に向けた新規事業採択時評価について

合　　計

事　業　区　分

（財務省原案内示時点）

資料１



【公共事業関係費】

【ダム事業】

（直轄事業等）

総便益
（億円）

長安口ダム改造事
業
四国地方整備局

400 757 409 1.9
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

鶴田ダム再開発事
業
九州地方整備局

460 620 401 1.6
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

【海岸事業】

（直轄事業）

総便益
（億円）

新潟海岸直轄海岸
保全施設整備事業
(金衛町工区・延
伸)
北陸地方整備局

195 1,261 133 9.5

本省河川局
砂防部保全課

海岸室
(室長 岸田弘之)

新規事業採択時評価結果一覧

Ｂ／Ｃ
担当課

（担当課長名）
総事業費
（億円）

事 業 名
事業主体

費用
（Ｃ）

（億円）

（財務省原案内示時点）

その他の指標による評価

便益（Ｂ）

便益の主な根拠

浸水面積：237ha
浸水戸数：3,810戸

・日本海側の最大都市である新
潟市の中心市街地の安全確保が
図られる。
・海水浴等の海浜利用の促進が
図られる。

事 業 名
事業主体

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

担当課
（担当課長名）便益の主な根拠

浸水戸数：約9,800戸
浸水面積：約2,000ha

・平成18年7月洪水では戦後最大
の洪水を記録し、2,347戸の浸水
被害が発生するなど、過去10年
間に４回の浸水被害が発生して
いる。
・当該事業の実施により、既設
鶴田ダムの洪水調節機能の強化
を行い、基準地点川内におい
て、基本高水のピーク流量
9,000m3/sのうち、流域内の洪水
調節施設と合わせて2,000m3/s洪
水調節し河道において7,000m3/s
の洪水を安全に流下させる。

浸水戸数：約12,800戸
浸水面積：約5,300ha

・平成16年台風23号では戦後２
番目の洪水を記録し、200戸の浸
水被害が発生するなど、過去10
年間に10回の浸水被害が発生し
ている。
・当該事業を含めた河川整備計
画（予定)により、基準地点（古
庄）において戦後最大洪水規模
(S25 ジェ-ン台風)9,000m3/sの
うち、長安口ダムで500m3/s洪水
調節し、河道において8,500m3/s
の洪水を安全に流下させる。
・基準地点（和食）において、
流水の正常な機能を維持するた
めに必要な流量として、かんが
い期最大概ね32m3/s、非かんが
い期最大概ね14m3/sを確保す
る。

資料２



【公共事業関係費】

うち見直
し継続

ダム事業 直轄事業等 1 2 3 3

補助事業 1 8 9 6 3

0 1 1 10 0 12 9 0 0 3

（注１）再評価対象基準

　　　　５年未着工　：事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業

　　　　１０年継続中：事業採択後長期間（１０年間）が経過した時点で継続中の事業

　　　　準備計画５年：準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業

　　　　再々評価　　：再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業

　　　　その他　　　：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

（注２）直轄事業等には、公団等施行事業を含む

計
１０年
継続中

準備計
画５年

再々
評価

その他

平成１９年度予算に向けた再評価について

合　　計

５年
未着工

（財務省原案内示時点）

再評価実施箇所数

事　業　区　分

再評価結果

評価
手続中

中止

継続

資料３



【公共事業関係費】

【ダム事業】

（直轄事業等）

総便益
（億円）

利根川上流ダム群
再編事業
関東地方整備局

準備計画
５年

- - - - 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

中筋川総合開発事
業
（横瀬川ダム）
四国地方整備局

再々評価 400 630 417 1.5 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

川辺川ダム建設事
業
九州地方整備局

再々評価 - - - - 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

対応方針

-

-

・川辺川ダム建設事業は、球磨
川の治水計画（工事実施基本計
画）に位置づけられ、特定多目
的ダム法による基本計画に基づ
き実施している事業である。
これまでの災害発生状況を考慮
すれば、球磨川の治水対策は喫
緊の課題であり、また、既に家
屋をはじめ水没地域の移転が相
当程度進んでいるところであ
る。
・一方、球磨川水系河川整備基
本方針の策定に向けて社会資本
整備審議会において審議中であ
り、利水計画の見直しについて
農林水産省等が検討中である現
状においては、ダム本体の緒元
や、工期、事業費等が変わる状
況にある。
・このため事業は継続し、当面
の間は、道路整備等の生活再建
対策及び諸調査を実施すること
とする。

Ｂ／Ｃ

・利根川の基準地点（八斗島）
における基本高水のピーク流量
22,000m3/sのうち、5,500m3/sを
流域内の洪水調節施設により調
節する計画であるが、その整備
率は約30％に過ぎず治水安全度
は不十分な状況である。
・当事業は、利根川上流域の既
設ダム群を有効活用することで
治水機能の強化を図り、下流の
洪水被害を軽減する。
・ダム湖岸裸地の縮減、ダム下
流河川における無水・減水区間
の解消等、環境改善を図る。
・一方、本事業の特性として従
来の新設ダムと異なり既存ダム
群を様々な手法を用いて治水機
能の強化を図るものであるた
め、複数のメニューが考えられ
ることから、明確な数値は今後
の詳細な検討により算定され
る。
・このため当事業は継続し、当
面詳細な治水・利水計画を検討
し、安全性、社会的影響、環境
保全等の視点からコスト、施設
計画、優先順位の検討充実を図
ることとする。

浸水戸数：約2,000戸
浸水面積：約  630ha

・平成16年10月台風23号では、
計画高水位を超える洪水により
浸水戸数81戸、浸水面積433haの
被害が発生しているなど、過去
10年間に5回の浸水被害が発生し
ている。
・当該事業を含めた中筋川河川
整備計画の実施により、基準地
点磯ノ川において戦後最大洪水
と同規模である1,000m3/sを流下
させ、洪水被害を軽減させるこ
とができる。
・同様に、横瀬川及び中筋川下
流の流水の正常な機能の維持を
図る。
・四万十市（旧中村市）の水道
用水として、新たに１日最大
800m3の水道用水の取水を可能と
する。

再評価結果一覧

（財務省原案内示時点）

事 業 名
事業主体

該当基準
総事業費
（億円）

便益（Ｂ）
担当課

（担当課長名）便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
その他の指標による評価

資料４資料４



【ダム事業】

（補助事業）

総便益
（億円）

当別ダム建設事業
北海道

再々評価 688 815 399 2.0 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

砂子沢ダム建設事
業
秋田県

再々評価 215 333 226 1.5 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

筒砂子ダム建設事
業
宮城県

再々評価 800 1,410 447 3.2 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

川内沢ダム建設事
業
宮城県

再々評価 88 85 48 1.8 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

藤波ダム建設事業
福岡県

再々評価 345 759 368 2.1 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

井手口川ダム建設
事業
佐賀県

１０年
継続中

171 221 147 1.5 継続
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

浸水戸数：1,059戸
浸水面積：480ha

・昭和61年及び平成６年（浸水
家屋1,995戸）に多大な浸水被害
を被った。近年においても平成
14年7月に被害が生じている。
・当該事業の実施により、ダム
地点で計画高水流量45m3/sのう
ち最大40m3/sを調節し、川内沢
川沿川を洪水から防御する。ま
た、取水の安定化及び河川環境
の保全を図る。

浸水戸数：2,644戸
浸水面積：530ha

・昭和44年の洪水では被害額314
百万円、浸水戸数1755戸の浸水
被害が発生したほか、昭和55
年、平成2年、平成7年と度々浸
水被害が発生している。
・当該事業の実施により中央橋
基準点の高水流量570m3/sを
480m3/sに低減する。

※上記以外に、評価手続中のダム事業には、「再々評価」に該当するものとして、梶毛ダム建設事業（広島県）、綾川ダム群連携事業（香川県）、和食ダム建設事
業（高知県）がある。

浸水戸数：257戸
浸水面積：148ha

・平成２年７月の洪水では被害
額994百万円、浸水戸数123戸の
浸水被害が発生している。
・当該事業の実施により、ダム
地点で計画高水流量１００m3/s
のうち７５m3/sを調整する。
・井手口川流域は、農業用水等
幅広い水利用がされているが、
しばしば水不足に見舞われ、特
に、平成6年には渇水被害が発生
している。
・当該事業により、渇水被害の
軽減と伊万里市への水道用水の
安定取水が可能となる。

浸水戸数：4,412戸
浸水面積：3,898ha

・昭和36年に1,150戸の浸水被害
が発生したほか、昭和37年、昭
和45年、昭和56年と度々被害に
見舞われている。
・当該事業の実施により当別新
橋基準点の高水流量1,330m3/sを
810m3/sに低減する。また、札幌
市等、3市1町で構成される石狩
西部広域水道企業団に水道用水
の供給が可能となる。

浸水戸数：1,870戸
浸水面積：660ha

・昭和４１年の洪水では、全壊
家屋３戸、半壊５８戸、浸水家
屋１６０戸、冠水農地３５ha等
甚大な被害を被っている。
・当該事業の実施により、ダム
地点で計画高水流量１３０m3/s
のうち１００m3/sを調整する。
・小坂川は耕地に対する水源と
して広く利用されているが、昭
和４８年、昭和５３年夏期にお
いて深刻な水不足に見舞われて
いる。また、小坂町、鹿角市へ
の水道用水の供給が可能とな
る。

浸水戸数：29,100戸
浸水面積：14,375ha

・昭和22年、23年、25年とたて
つづけて多大な浸水被害を被っ
た。近年においても平成14年7月
に浸水家屋199戸の被害が生じて
いる。
・当該事業の実施により、ダム
地点で計画高水流量650m3/sのう
ち最大570m3/sを調節し、漆沢ダ
ム(既設)及び田川ダム(実調中)
等と合わせ、三本木基準点にお
ける計画高水4,100m3/sのうち
1,000m3/sの洪水調節を行い、鳴
瀬川沿川を洪水から防御する。
また、取水の安定化及び河川環
境の保全を図るとともに、鳴瀬
川沿岸地区の農地1,904haに対し
て新規かんがい用水を確保す
る。

担当課
（担当課長名）便益の主な根拠

費用
（Ｃ）

（億円）
Ｂ／Ｃ その他の指標による評価 対応方針

事 業 名
事業主体

該当基準
総事業費
（億円）

便益（Ｂ）



【公共事業関係費】

うち見直
し継続

ダム事業 補助事業 1 1 1

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

（注１）再評価対象基準

　　　　５年未着工　：事業採択後一定期間（５年間）が経過した時点で未着工の事業

　　　　１０年継続中：事業採択後長期間（１０年間）が経過した時点で継続中の事業

　　　　準備計画５年：準備・計画段階で一定期間（５年間）が経過している事業

　　　　再々評価　　：再評価実施後一定期間（５又は１０年間）が経過している事業

　　　　その他　　　：社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

評価
手続中

（財務省原案内示時点）

１０年
継続中

その他 計

評価手続中事業（平成１７年度評価）の再評価について

合　　計

５年
未着工

再評価実施箇所数

事　業　区　分

再評価結果

継続

中止
準備計
画５年

再々
評価

参考１



【公共事業関係費】

【ダム事業】

（補助事業）

総便益
（億円）

一ツ瀬川総合開発
事業（吹山ダム）
宮崎県

その他 180 166 159 1.0 中止
本省河川局

治水課
（課長 関 克己）

評価手続中事業（平成１７年度評価）の再評価結果一覧

（財務省原案内示時点）

事 業 名
事業主体

対応方針
担当課

（担当課長名）
該当基準

総事業費
（億円）

便益（Ｂ） 費用
（Ｃ）

（億円）便益の主な根拠

浸水戸数：2,940戸
浸水面積：1,030ha

  水道事業者がダム事業から撤
退したことにより、ダム計画及
び代替案の検討を行い、流域の
治水上の安全性や経済性などか
ら総合的に判断した結果、河川
改修案の方が、より効率的・効
果的に事業の進捗が図られる。

Ｂ／Ｃ その他の指標による評価

参考２



※ 評価手続中事業（平成１７年度評価）のうち中止となったもの

事業区分
事業名

事業主体
（所在地）

中止理由

ダム事業
（補助事業）

一ツ瀬川
ひとつせがわ

総合開発事業

（吹
ふきやま

山ダム）

宮崎県

（宮崎県西都
さいと

市）

  水道事業者がダム事業から撤退したことにより、ダ
ム計画及び代替案の検討を行い、流域の治水上の安全
性や経済性などから総合的に判断した結果、河川改修
案の方が、より効率的・効果的に事業の進捗が図られ
る。

中止事業について

（財務省原案内示時点）

参考３




